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〇 本年８月７日に令和７年人事院勧告において、以下の内容が示された。
・ 月例給は、採用市場での競争力向上のため、初任給を引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、その他の
職員も昨年を大幅に上回る引き上げ改定。また、特別給（ボーナス）は、国家公務員の期末手当及び勤勉手当の年
間の平均支給月数が民間事業所の特別給の支給割合を0.05月分下回っていたことから、民間の特別給の支給状況を踏
まえ、期末手当及び勤勉手当に0.05月分を均等に配分し引き上げ。 等

【月例給・特別給（ボーナス）】
〇 従来、給与法の改正後に、国家公務員給与の改定に準じて公定価格の引き上げを行っており、具体的には今後検討
していく。
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出典：
https://www.jinji.go.jp/co
ntent/000011724.pdf

https://www.jinji.go.jp/content/000011724.pdf
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